
薬効分類別にみた調剤医療費の動向 
 

保険局調査課 

（平成２９年６月） 

 薬効分類別にみた調剤医療費の動向を分析するため、平成28年９月、平成27年9月調剤
分の調剤医療費のうち、薬剤料について、年齢階級別および都道府県別（薬局所在地別
に集計）にクロス集計を行った。併せて、後発医薬品割合についても同様のクロス集計を
行った。 

 本分析に関する詳細データについては、下記ＵＲＬにて公表する。 
 （http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/xls/cyouzai_doukou_topics_h29_03.xls） 

 



年齢階級別にみた薬効分類別薬剤料の構成割合（平成28年９月） 

○ 年齢階級ごとに薬効分類別薬剤料の構成割合をみると、 
 ・10歳未満の年齢階級では呼吸器官用薬や抗生物質製剤の割合が高い 
 ・20～40歳の年齢階級では中枢神経系用薬の割合が高くなる 
 ・60歳以上の年齢階級では循環器官用薬の割合が高くなる 
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薬効分類別 年齢階級別 構成割合（平成28年9月）（薬剤料ベース、％）

総数 5歳未満
5歳以上
10歳未満

10歳以上
15歳未満

15歳以上
20歳未満

20歳以上
25歳未満

25歳以上
30歳未満

30歳以上
35歳未満

35歳以上
40歳未満

40歳以上
45歳未満

45歳以上
50歳未満

50歳以上
55歳未満

55歳以上
60歳未満

60歳以上
65歳未満

65歳以上
70歳未満

70歳以上
75歳未満

75歳以上
80歳未満

80歳以上
85歳未満

85歳以上
90歳未満

90歳以上
95歳未満

95歳以上
100歳未満

100歳以上

 総数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

11 中枢神経系用薬 14.9 1.7 8.9 18.0 20.3 25.2 27.8 26.3 24.8 22.7 19.7 16.4 13.1 10.9 10.2 10.9 12.8 15.5 18.4 19.8 18.9 15.6

21 循環器官用薬 18.8 1.3 1.5 2.5 5.8 5.5 5.8 6.8 8.7 12.0 15.8 19.6 22.4 23.6 23.4 21.7 20.2 19.6 19.6 20.0 20.5 20.8

22 呼吸器官用薬 3.3 19.3 11.3 5.8 4.3 4.2 4.4 4.8 4.7 4.0 3.4 3.0 2.6 2.5 2.6 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.7 3.3

23 消化器官用薬 7.4 1.6 0.9 1.3 3.8 5.9 6.6 6.3 6.6 6.5 6.5 6.7 6.7 6.8 7.0 7.6 8.2 8.8 9.5 10.5 11.9 13.3

26 外皮用薬 3.4 4.6 2.9 5.3 8.9 6.9 5.1 3.9 3.2 2.8 2.5 2.5 2.5 2.6 2.7 3.3 3.7 3.9 4.0 4.1 4.3 4.9

33 血液・体液用薬 6.7 12.7 5.8 3.3 3.1 3.0 2.8 2.3 2.1 2.2 2.6 3.3 4.2 5.5 6.8 8.2 9.0 9.1 9.2 8.8 8.1 7.1

39 その他の代謝性医薬品 12.8 2.1 2.3 4.0 8.2 10.0 10.0 10.4 11.5 13.0 13.9 14.8 16.1 16.9 16.1 14.3 12.6 11.0 9.3 8.0 6.8 5.7

42 腫瘍用薬 5.4 0.0 0.2 0.5 1.3 2.3 2.4 3.2 3.4 4.3 5.1 5.5 6.1 6.9 7.1 6.8 6.2 5.3 4.2 2.6 1.6 1.0

61 抗生物質製剤 1.3 15.4 11.8 5.0 4.1 3.8 3.0 2.6 2.1 1.5 1.2 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 0.9

62 化学療法剤 6.0 4.5 2.9 1.7 3.4 6.0 6.8 8.5 9.5 9.5 9.3 9.4 9.1 7.6 7.2 5.9 5.1 3.5 1.9 1.3 1.5 1.8

その他 20.2 36.9 51.5 52.7 36.7 27.2 25.3 24.9 23.3 21.4 19.9 17.7 16.2 15.8 16.1 17.8 19.0 20.1 20.8 21.7 23.3 25.7

注1）　レセプト電算処理システムにより処理された明細書（いわゆる「電子レセプト」）を集計対象としている。次表以降も同様である。
注2）　「薬剤料とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注3）　全ての剤形を含んでいる。次表以降、特に注意書きがない場合、同様である。
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年齢階級別にみた薬効分類別薬剤料の伸び率（平成28年９月） 

○ 平成28年９月調剤分の薬剤料総額は対前年同月比で▲5.5％であった。 
  これは平成28年度の薬価改定による薬価引き下げのほか、薬効分類「化学療法剤」に含まれるＣ型

肝炎治療薬の使用量が落ち着いてきた要因が考えられる。「化学療法剤」が▲23.4％のほか、抗生
物質製剤▲17.6％、アレルギー用薬▲16.4％が特に低い。 

○ さらに年齢階級別にみると、 
  ・5～15歳の年齢階級では薬剤料総額で▲10％を超える減少となっており、呼吸器官用薬が▲30％

程度と特に低い 
  ・70～80歳の年齢階級では化学療法剤が▲30％を超える減少となっており、薬剤料総額の減少にも

大きく寄与している 
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薬効分類別 年齢階級別 薬剤料（平成28年9月）　対前年同月比（％）

総数 5歳未満
5歳以上
10歳未満

10歳以上
15歳未満

15歳以上
20歳未満

20歳以上
25歳未満

25歳以上
30歳未満

30歳以上
35歳未満

35歳以上
40歳未満

40歳以上
45歳未満

45歳以上
50歳未満

50歳以上
55歳未満

55歳以上
60歳未満

60歳以上
65歳未満

65歳以上
70歳未満

70歳以上
75歳未満

75歳以上
80歳未満

80歳以上
85歳未満

85歳以上
90歳未満

90歳以上
95歳未満

95歳以上
100歳未満

100歳以上

 総数 ▲ 5.5 ▲ 11.0 ▲ 12.7 ▲ 10.9 ▲ 3.7 ▲ 2.3 ▲ 7.9 ▲ 5.6 ▲ 7.5 ▲ 3.7 4.1 ▲ 5.1 ▲ 4.9 ▲ 9.9 ▲ 0.9 ▲ 12.3 ▲ 5.8 ▲ 4.7 ▲ 3.0 0.8 0.6 ▲ 0.3

11 中枢神経系用薬 ▲ 2.6 2.0 12.2 10.5 5.0 ▲ 1.5 ▲ 6.6 ▲ 6.7 ▲ 9.9 ▲ 7.3 1.3 ▲ 3.2 ▲ 1.6 ▲ 5.9 3.4 ▲ 8.9 ▲ 1.8 ▲ 1.6 ▲ 1.2 2.8 2.7 7.5

21 循環器官用薬 ▲ 8.6 9.0 10.2 6.8 ▲ 3.4 10.2 4.8 ▲ 1.9 ▲ 9.4 ▲ 3.8 0.7 ▲ 7.6 ▲ 8.3 ▲ 13.1 ▲ 5.2 ▲ 14.7 ▲ 9.0 ▲ 8.3 ▲ 7.7 ▲ 4.1 ▲ 4.6 ▲ 7.4

22 呼吸器官用薬 ▲ 4.9 ▲ 16.8 ▲ 29.3 ▲ 32.7 ▲ 20.4 ▲ 13.4 ▲ 14.4 ▲ 14.1 ▲ 11.5 ▲ 5.0 6.1 3.2 3.9 ▲ 1.9 6.9 ▲ 4.1 3.1 1.5 1.5 6.1 3.2 ▲ 2.0

23 消化器官用薬 ▲ 5.1 8.0 0.4 ▲ 4.0 ▲ 4.8 ▲ 7.6 ▲ 7.4 ▲ 8.0 ▲ 9.7 ▲ 7.2 0.4 ▲ 6.0 ▲ 5.1 ▲ 9.6 ▲ 0.6 ▲ 11.7 ▲ 5.0 ▲ 3.9 ▲ 2.3 1.3 0.8 0.0

26 外皮用薬 ▲ 11.2 ▲ 2.1 3.0 1.0 4.7 0.1 ▲ 2.9 ▲ 4.8 ▲ 8.0 ▲ 8.0 ▲ 2.7 ▲ 10.7 ▲ 10.8 ▲ 16.0 ▲ 6.9 ▲ 20.8 ▲ 13.8 ▲ 13.8 ▲ 11.7 ▲ 7.0 ▲ 4.3 ▲ 2.7

33 血液・体液用薬 ▲ 6.2 3.9 6.8 2.5 ▲ 0.4 ▲ 1.9 ▲ 1.6 ▲ 2.4 ▲ 5.0 ▲ 5.8 0.8 ▲ 7.6 ▲ 8.2 ▲ 12.3 ▲ 2.5 ▲ 13.3 ▲ 5.9 ▲ 5.8 ▲ 4.4 0.4 0.1 ▲ 4.0

39 その他の代謝性医薬品 2.5 23.6 8.2 14.8 2.1 9.3 ▲ 2.7 0.4 3.2 7.3 14.7 4.1 3.1 ▲ 2.1 7.8 ▲ 4.2 1.6 1.5 1.1 3.2 1.4 7.4

42 腫瘍用薬 4.6 ▲ 21.1 64.6 3.7 23.5 13.1 4.7 12.4 6.8 13.4 18.7 3.7 0.9 ▲ 0.9 10.2 ▲ 1.5 4.8 3.6 5.0 7.7 5.1 ▲ 8.0

61 抗生物質製剤 ▲ 17.6 ▲ 17.6 ▲ 25.4 ▲ 34.8 ▲ 26.0 ▲ 18.1 ▲ 21.6 ▲ 22.8 ▲ 22.6 ▲ 18.8 ▲ 8.1 ▲ 10.7 ▲ 10.9 ▲ 14.6 ▲ 4.8 ▲ 15.7 ▲ 9.4 ▲ 8.4 ▲ 11.0 ▲ 9.0 ▲ 11.9 ▲ 9.5

62 化学療法剤 ▲ 23.4 ▲ 15.3 ▲ 14.4 ▲ 12.9 ▲ 13.7 ▲ 2.7 ▲ 21.9 ▲ 11.0 ▲ 8.8 ▲ 8.8 ▲ 3.6 ▲ 22.5 ▲ 19.4 ▲ 30.3 ▲ 21.5 ▲ 36.2 ▲ 32.1 ▲ 29.1 ▲ 11.0 ▲ 1.7 11.3 5.5

注1)　年齢を5歳ごとに区切り、集計したものである。

注2）　「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
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剤形別にみた薬剤料と後発医薬品割合（平成28年９月） 

○ 平成28年９月調剤分の剤形別の薬剤料をみると内服薬が82.7％、外用薬が11.9％となっている。
内服薬の後発医薬品割合は69.4％である一方、外用薬の後発医薬品割合は46.4％と低い。 

○ 平成27年９月から平成28年９月にかけて、後発医薬品割合は7.3％上昇している。 
  内服薬は7.2％の上昇、外用薬は7.7％の上昇となっている。 

4 

剤形別 薬剤料および後発医薬品割合（平成28年9月）

薬剤料 後発医薬品割合

薬剤料 構成割合 数量ベース※

億円 ％ ％ 構成割合　　　％

 総数 4,524 100.0 66.5 100.0

 内服薬 3,747 82.7 69.4 85.5

 屯服薬他 31 0.7 72.6 1.6

 注射薬 212 4.7 37.0 0.0

 外用薬 539 11.9 46.4 12.9

剤形別 後発医薬品割合

平成２８年９月 平成２７年９月 前年同月差

① ② ①－②

％ ％ ％

 総数 66.5 59.2 7.3

 内服薬 69.4 62.2 7.2

 屯服薬他 72.6 66.3 6.2

 注射薬 37.0 20.0 17.0

 外用薬 46.4 38.7 7.7

注1）　剤形別に集計したものである。
注2）　後発医薬品割合は、〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕＋〔後発医薬品の数量〕）で算出している。
注3）　「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注4）　「数量ベース※構成割合」とは、（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕＋〔後発医薬品の数量〕）による構成割合をいう。
注5）　「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、

　　　個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注6）　薬剤料の数値は、表示していない剤形があるため、足しあげても総数と一致しない。
注7）　後発医薬品割合の数値は、表示していない剤形があるため、足しあげても総数と一致しない。



薬効分類別にみた薬剤料と後発医薬品割合（平成28年９月） 

○ 平成28年９月調剤分の薬効分類別の薬剤料をみると循環器官用薬は18.8％、中枢神経系用薬は
14.9％、外皮用薬は3.4％を占めている。 

○ 平成28年９月調剤分の薬効分類別の後発医薬品割合をみると数量ベースで21.0％を占める消化
器官用薬の後発医薬品割合は78.9％と高い一方、数量ベースで9.9％を占める外皮用薬の後発医
薬品割合は37.3％と低い。 
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薬効分類別 薬剤料 後発医薬品割合（平成28年9月）

薬剤料 後発医薬品割合

薬剤料 構成割合 数量ベース※

百万円 ％ ％ 構成割合　　　％

 総数 452,403 100.0 66.5 100.0

11 中枢神経系用薬 67,185 14.9 57.5 15.0

21 循環器官用薬 84,918 18.8 67.2 21.0

22 呼吸器官用薬 14,759 3.3 69.2 5.0

23 消化器官用薬 33,458 7.4 78.9 21.0

26 外皮用薬 15,309 3.4 37.3 9.9

33 血液・体液用薬 30,119 6.7 80.1 7.1

39 その他の代謝性医薬品 57,937 12.8 65.6 6.2

42 腫瘍用薬 24,403 5.4 49.7 0.3

61 抗生物質製剤 5,843 1.3 53.9 1.4

62 化学療法剤 27,256 6.0 50.8 0.5

注1）　後発医薬品割合は、〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕＋〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

注2）　「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3）　「数量ベース※構成割合」とは、（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕＋〔後発医薬品の数量〕）による構成割合をいう。

注4）　「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、

個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注5）　薬剤料の数値は、表示していない薬効分類があるため、足しあげても総数と一致しない。

注6）　後発医薬品割合の数値は、表示していない薬効分類があるため、足しあげても総数と一致しない。



薬効分類別にみた後発医薬品割合（平成28年９月と平成27年９月） 

○ 薬効分類別の後発医薬品割合は平成27年９月から平成28年９月にかけてどの薬効分類でみても
上昇している。 

○ 特にその他の代謝性医薬品の後発医薬品割合は53.4％から65.6％へ12.1ポイント上昇している。 
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薬効分類別 後発医薬品割合 （平成28年9月と平成27年9月）

平成２８年９月 平成２７年９月 前年同月差

① ② ①－②

％ ％ ％

 総数 66.5 59.2 7.3

11 中枢神経系用薬 57.5 50.7 6.7

21 循環器官用薬 67.2 59.9 7.4

22 呼吸器官用薬 69.2 60.6 8.6

23 消化器官用薬 78.9 74.4 4.5

26 外皮用薬 37.3 30.6 6.7

33 血液・体液用薬 80.1 72.5 7.5

39 その他の代謝性医薬品 65.6 53.4 12.1

42 腫瘍用薬 49.7 42.2 7.5

61 抗生物質製剤 53.9 43.2 10.7

62 化学療法剤 50.8 43.9 6.9

注1）　後発医薬品割合は、〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕＋〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

注2）　「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。



薬効分類別 年齢階級別にみた後発医薬品割合（平成28年９月） 

○ 平成28年９月調剤分の後発医薬品割合を年齢階級別にみると、 
 ・15歳未満の年齢階級では60％前後となっており、他の年齢階級に比べて相対的に低い 
 ・55歳～70歳の年齢階級では70％前後となっており、他の年齢階級に比べて相対的に高い 
 ・75歳～90歳の年齢階級では64％前後となっており、他の年齢階級に比べて相対的に低い 
 ・95歳以上の年齢階級では70％前後となっており、他の年齢階級に比べて相対的に高い 

○ さらに薬効別にみると、循環器官用薬、中枢神経系用薬を含め、おおむねどの薬効分類について
も上記と同様の傾向がみられる。 
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薬効分類別 年齢階級別 後発医薬品割合（平成28年9月）（％）

総数 5歳未満
5歳以上
10歳未満

10歳以上
15歳未満

15歳以上
20歳未満

20歳以上
25歳未満

25歳以上
30歳未満

30歳以上
35歳未満

35歳以上
40歳未満

40歳以上
45歳未満

45歳以上
50歳未満

50歳以上
55歳未満

55歳以上
60歳未満

60歳以上
65歳未満

65歳以上
70歳未満

70歳以上
75歳未満

75歳以上
80歳未満

80歳以上
85歳未満

85歳以上
90歳未満

90歳以上
95歳未満

95歳以上
100歳未満

100歳以上

 総数 66.5 60.5 56.8 60.1 64.5 67.1 68.0 67.5 66.7 66.6 67.2 68.4 69.6 70.3 69.7 66.8 64.5 63.9 64.7 66.9 69.8 72.2

11 中枢神経系用薬 57.5 79.1 71.4 63.4 58.1 61.1 62.1 61.2 59.9 59.2 58.7 58.8 59.5 59.2 57.1 54.3 52.8 53.2 55.6 59.2 62.3 65.1

21 循環器官用薬 67.2 49.9 42.9 36.4 44.1 58.5 64.1 68.2 69.4 71.4 72.0 72.4 73.0 72.9 71.7 67.6 63.4 62.0 62.2 64.2 67.0 68.7

22 呼吸器官用薬 69.2 62.6 61.9 65.8 74.8 80.1 80.8 80.2 79.0 76.9 75.3 74.8 74.9 75.1 73.8 70.7 68.4 66.5 65.8 66.1 66.6 68.2

23 消化器官用薬 78.9 87.1 84.7 75.8 71.0 70.8 72.5 73.4 72.9 73.3 74.5 76.5 78.4 79.9 80.3 79.5 78.9 79.3 80.8 82.9 85.1 86.7

26 外皮用薬 37.3 28.6 32.2 41.0 39.2 38.2 39.0 39.7 40.0 41.4 42.2 43.0 42.6 41.9 39.9 37.4 35.5 34.4 34.0 33.6 33.6 33.0

33 血液・体液用薬 80.1 100.0 99.8 99.6 99.4 99.2 98.8 98.0 96.2 93.3 89.7 86.4 83.9 82.4 81.1 77.2 73.7 72.5 73.0 75.2 78.9 81.2

39 その他の代謝性医薬品 65.6 44.4 33.3 27.7 42.1 50.7 57.4 61.2 64.6 67.8 69.7 71.1 71.4 71.1 70.2 66.5 62.3 59.2 57.3 56.6 57.3 60.1

42 腫瘍用薬 49.7 0.0 12.1 14.3 22.2 21.4 40.9 53.3 56.8 60.5 60.4 57.3 48.9 44.1 44.0 43.1 46.7 52.3 54.7 55.6 55.4 48.2

61 抗生物質製剤 53.9 35.0 39.1 45.4 55.8 59.9 60.3 59.2 58.4 58.1 58.4 57.8 58.4 59.7 59.6 57.6 56.0 55.1 54.9 54.7 51.9 53.9

62 化学療法剤 50.8 43.2 42.5 46.0 58.5 61.4 60.8 59.3 57.0 54.3 52.4 53.2 53.1 53.6 52.1 49.2 46.0 43.5 43.8 45.2 48.8 49.0

注1)　年齢を5歳ごとに区切り、集計したものである。

注2）　後発医薬品割合は、〔後発医薬品の数量〕／（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕＋〔後発医薬品の数量〕）で算出している。

注3）　「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
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東
京

6
2
.0

5
4
.3

6
1
.6

3
4
.0

6
0
.5

4
4
.6

神
奈

川
6
5
.1

5
7
.0

6
5
.8

3
6
.4

6
5
.1

4
9
.2

新
潟

6
8
.3

6
0
.2

6
9
.9

4
1
.2

6
8
.3

5
0
.7

富
山

7
0
.1

6
0
.7

7
3
.3

3
6
.0

6
7
.7

5
1
.7

石
川

6
9
.1

6
4
.4

7
0
.6

3
0
.7

6
5
.2

5
5
.5

福
井

7
0
.8

5
6
.3

7
3
.4

3
4
.3

6
9
.7

5
0
.4

山
梨

5
9
.5

4
8
.0

5
9
.3

3
5
.3

5
9
.9

4
9
.9

長
野

7
0
.8

6
1
.7

7
2
.9

3
9
.9

7
1
.4

5
2
.4

岐
阜

6
5
.1

5
5
.9

6
6
.2

3
3
.5

6
5
.3

5
2
.3

静
岡

6
8
.3

5
9
.7

6
8
.9

3
9
.9

6
8
.0

5
1
.5

愛
知

6
6
.7

5
7
.0

6
7
.8

3
7
.9

6
7
.5

5
4
.5

三
重

6
8
.0

5
6
.0

7
1
.1

3
4
.7

7
0
.2

5
7
.3

滋
賀

6
6
.5

5
4
.7

6
7
.2

3
8
.0

6
3
.3

5
2
.6

京
都

6
3
.2

5
1
.9

6
3
.4

3
2
.2

5
9
.4

4
6
.5

大
阪

6
3
.2

4
9
.6

6
3
.4

3
3
.5

6
3
.0

4
8
.4

兵
庫

6
5
.7

5
4
.3

6
5
.7

3
7
.2

6
4
.2

5
1
.4

奈
良

6
5
.9

5
4
.5

6
5
.3

3
3
.0

6
8
.0

5
7
.6

和
歌

山
6
2
.8

4
5
.9

6
3
.4

2
9
.8

5
9
.1

4
5
.6

鳥
取

7
0
.3

5
9
.3

7
3
.5

4
0
.9

6
4
.2

5
5
.7

島
根

7
1
.4

6
3
.6

7
4
.7

3
7
.1

6
4
.7

5
1
.4

岡
山

6
8
.7

5
8
.4

6
9
.2

3
8
.4

6
5
.3

5
1
.7

広
島

6
4
.3

5
4
.7

6
3
.9

3
4
.4

6
4
.5

4
7
.8

山
口

6
9
.1

5
9
.7

6
8
.3

4
0
.6

6
3
.5

5
6
.1

徳
島

5
6
.8

4
1
.2

5
6
.7

2
7
.6

5
5
.7

3
3
.6

香
川

6
4
.3

5
3
.9

6
2
.1

3
7
.2

6
3
.4

4
8
.2

愛
媛

6
7
.6

5
7
.8

6
7
.2

3
9
.8

6
5
.7

4
7
.9

高
知

6
1
.7

5
2
.6

6
2
.6

3
4
.0

6
2
.7

3
9
.2

福
岡

6
7
.3

6
0
.4

6
7
.2

3
6
.3

6
4
.0

5
2
.4

佐
賀

6
8
.4

6
1
.0

6
9
.6

3
9
.0

6
5
.3

5
4
.2

長
崎

6
7
.3

6
0
.1

6
7
.7

3
7
.2

6
2
.2

5
7
.6

熊
本

6
9
.2

6
3
.7

6
8
.9

3
7
.0

6
5
.8

5
4
.2

大
分

6
7
.0

5
4
.4

6
7
.7

3
6
.5

6
6
.2

4
5
.9

宮
崎

7
1
.8

6
4
.3

7
4
.4

4
4
.3

6
8
.3

5
1
.4

鹿
児

島
7
4
.7

6
5
.7

7
7
.0

4
5
.8

7
2
.9

6
3
.5

沖
縄

7
8
.3

7
3
.4

8
0
.2

5
5
.5

7
0
.9

6
8
.1

注
1
)　

保
険

薬
局

の
所

在
す

る
都

道
府

県
ご

と
に

集
計

し
た

も
の

で
あ

る
。

注
2
）
　

後
発

医
薬

品
割

合
は

、
〔
後

発
医

薬
品

の
数

量
〕
／

（
〔
後

発
医

薬
品

の
あ

る
先

発
医

薬
品

の
数

量
〕
＋

〔
後

発
医

薬
品

の
数

量
〕
）
で

算
出

し
て

い
る

。
注

3
）
　

「
数

量
」
と

は
、

薬
価

基
準

告
示

上
の

規
格

単
位

ご
と

に
数

え
た

数
量

を
い

う
。

注
4
）
　

上
表

は
薬

剤
料

ベ
ー

ス
で

み
た

構
成

割
合

の
高

い
薬

効
分

類
（
1
1
、

2
1
、

3
9
）
、

後
発

医
薬

品
割

合
の

低
い

薬
効

分
類

（
2
6
）
お

よ
び

C
型

肝
炎

治
療

薬

　
　

　
　

を
含

む
薬

効
分

類
（
6
2
）
に

つ
い

て
示

し
て

い
る

。
そ

の
他

の
薬

効
分

類
に

つ
い

て
は

詳
細

表
を

参
照

。
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○
 

都
道

府
県

別
の

後
発

医
薬

品
割

合
は

平
成

2
7
年

９
月

か
ら

平
成

2
8
年

９
月

に
か

け
て

ど
の

都
道

府
県

で
み

て
も

上
昇

し
て

い
る

。
 

都
道
府
県
別

 後
発
医
薬
品
割
合

 
（
平
成

28
年
９
月
と
平
成

27
年
９
月
）

 

薬
効

分
類

別
 都

道
府

県
別

 後
発

医
薬

品
割

合

平
成

28
年

９
月

平
成

27
年

９
月

前
年

同
月

差

①
②

①
－

②

％
％

％

全
国

計
66

.5
59

.2
7.

3

北
海

道
67

.8
60

.7
7.

2

青
森

68
.4

61
.9

6.
6

岩
手

73
.2

65
.4

7.
8

宮
城

69
.1

61
.0

8.
1

秋
田

66
.7

57
.4

9.
4

山
形

71
.5

65
.3

6.
3

福
島

65
.6

57
.5

8.
2

茨
城

65
.8

57
.7

8.
2

栃
木

66
.0

57
.8

8.
3

群
馬

70
.1

63
.4

6.
7

埼
玉

67
.7

60
.4

7.
3

千
葉

67
.2

60
.4

6.
9

東
京

62
.0

55
.7

6.
3

神
奈

川
65

.1
58

.5
6.

6

新
潟

68
.3

59
.5

8.
8

富
山

70
.1

62
.2

7.
9

石
川

69
.1

61
.4

7.
7

福
井

70
.8

62
.9

7.
9

山
梨

59
.5

51
.8

7.
7

長
野

70
.8

63
.7

7.
1

岐
阜

65
.1

57
.8

7.
3

静
岡

68
.3

60
.5

7.
8

愛
知

66
.7

58
.6

8.
1

三
重

68
.0

59
.9

8.
1

滋
賀

66
.5

57
.8

8.
7

京
都

63
.2

56
.2

7.
0

大
阪

63
.2

56
.2

7.
0

兵
庫

65
.7

58
.6

7.
1

奈
良

65
.9

60
.4

5.
5

和
歌

山
62

.8
55

.4
7.

4

鳥
取

70
.3

61
.1

9.
2

島
根

71
.4

63
.7

7.
8

岡
山

68
.7

61
.5

7.
3

広
島

64
.3

56
.9

7.
5

山
口

69
.1

61
.7

7.
5

徳
島

56
.8

49
.9

6.
9

香
川

64
.3

56
.1

8.
2

愛
媛

67
.6

58
.6

9.
0

高
知

61
.7

53
.7

8.
0

福
岡

67
.3

59
.6

7.
7

佐
賀

68
.4

60
.4

8.
0

長
崎

67
.3

59
.8

7.
5

熊
本

69
.2

61
.6

7.
6

大
分

67
.0

58
.5

8.
5

宮
崎

71
.8

63
.3

8.
5

鹿
児

島
74

.7
67

.5
7.

2

沖
縄

78
.3

71
.6

6.
6

注
1
)　

保
険

薬
局

の
所

在
す

る
都

道
府

県
ご

と
に

集
計

し
た

も
の

で
あ

る
。

注
2
）
　

後
発

医
薬

品
割

合
は

、
〔
後

発
医

薬
品

の
数

量
〕
／

（
〔
後

発
医

薬
品

の
あ

る
先

発
医

薬
品

の
数

量
〕
＋

〔
後

発
医

薬
品

の
数

量
〕
）
で

算
出

し
て

い
る

。
注

3
）
　

「
数

量
」
と

は
、

薬
価

基
準

告
示

上
の

規
格

単
位

ご
と

に
数

え
た

数
量

を
い

う
。
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  本分析に関する詳細データについては、下記ＵＲＬにて公表する。 

（http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/xls/cyouzai_doukou_topics_h29_03.xls） 

 

【詳細データの内容】 

 詳細表１-1 薬効分類別（薬効中分類）、年齢階級別 薬剤料（平成28年９月） 

 詳細表１-2 薬効分類別（薬効中分類）、年齢階級別 薬剤料（平成27年９月） 

 詳細表2-1 薬効分類別（薬効中分類）、都道府県別 薬剤料（平成28年９月） 

 詳細表2-2 薬効分類別（薬効中分類）、都道府県別 薬剤料（平成27年９月） 

 詳細表3-1 薬効分類別（薬効中分類）、年齢階級別 後発医薬品割合（平成28年９月） 

 詳細表3-2 薬効分類別（薬効中分類）、年齢階級別 後発医薬品割合（平成27年９月） 

 詳細表4-1 薬効分類別（薬効中分類）、都道府県別 後発医薬品割合（平成28年９月） 

 詳細表4-2 薬効分類別（薬効中分類）、都道府県別 後発医薬品割合（平成27年９月） 

   

 

 


